
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  終身保障タイプのがん保険の取扱い             

Ｑ：保険金受取人を法人とするがん保険の

保険料を終身払いする場合は、税務上どのよ

うに取り扱われますか？                                  

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

法人が、事故を契約者及び保険金受取人と

し、役員や従業員(これらの人の親族を含みま

す)を被保険者とするがん保険(終身保障タイ

プ)に加入して、その保険料を支払った場合に

は、次のように取り扱われます。 

①前払期間の間 

 次の算式で計算した「前払期間」を経過す

るまでは、払込保険料のうち２分の１に相

当する金額を前払金等として資産に計上し、

残額は損金の額に算入します。 

前払期間＝(105歳－加入時年齢)÷２ 

(注)１年未満の端数は切り捨てます。 

②前払期間経過後 

保険期間のうち前払期間を経過した後の

期間は、各年の支払保険料を損金の額に算

入するとともに、次の算式により計算した

金額を、上記で資産計上した前払金等の累

計額(すでに取り崩した金額を除きます)か

ら取り崩して損金の額に算入します。この

場合の保険期間とは、加入時の年齢から105

歳までの期間をいいます。 

損金算入額(年額)＝資産計上額の累計額÷

(105－前払期間経過年齢) 

※前払期間経過年齢とは、被保険者の加入

時年齢に前払期間の年数を加算した年齢を

いいます。 
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